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商品先物取引制度要綱 

2024年３月 18日現在 

株式会社東京商品取引所 

 

項 目 内  容 備 考 

Ⅰ 取引の仕組み

について 

 

 

 

１ 商品先物取引

について 

  

(1) 取引の種類等 ・商品又は商品の価格を対象とする次の各取引 

ａ 現物先物取引 

商品を対象とし、特定の期日において受渡供用品及

びその対価の授受を約する取引であって、期日前に転

売又は買戻しを行ったときは差金を授受することに

よって決済できる取引 

 

ｂ 現金決済先物取引 

商品の価格を対象とし、約定価格と最終決済価格の

差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引で

あって、取引期日前において転売又は買戻しを行った

ときは差金を授受することによって決済できる取引 

 

・ 商品市場の区分、取引の対象及び取引の種類は、下表の

とおりとする。 

市場 

区分 
取引の対象 取引の種類 

エネ

ルギ

ー 

市場 

ガソリン 現物先物取引 

灯油 現物先物取引 

軽油 現物先物取引 

原油 現金決済先物取引 

東エリア・ベースロード電力 現金決済先物取引 

東エリア・日中ロード電力 現金決済先物取引 

西エリア・ベースロード電力 現金決済先物取引 

西エリア・日中ロード電力 現金決済先物取引 

東エリア・週間ベースロード電力 現金決済先物取引 

東エリア・週間日中ロード電力 現金決済先物取引 

西エリア・週間ベースロード電力 現金決済先物取引 

西エリア・週間日中ロード電力 現金決済先物取引 

液化天然ガス※（ＬＮＧ） 現金決済先物取引 

中京

石油 

市場 

ガソリン 現物先物取引 

灯油 現物先物取引 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※以下、ＬＮＧといいま

す。 
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項 目 内  容 備 考 

(2) 標準品等   

①現物先物取引に

おける標準品 

・エネルギー 

ａ ガソリン 

日本産業規格 K2202の２号の品質基準に適合する

レギュラーガソリン 

 

ｂ 灯油 

日本産業規格 K2203の１号の品質基準に適合する

灯油 

 

ｃ 軽油 

揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則第

22条第１項の規格に適合し、かつ、以下に掲げる各限

月毎に、当該限月に対応する種類についての日本産業

規格 K2204の品質基準に適合する軽油 

１月限～３月限及び12月限 ２号 

４月限～５月限及び10月限～11月限 １号 

６月限～９月限 特１号 

 

・中京石油 

ａ ガソリン 

日本産業規格 K2202の２号の品質基準に適合する

レギュラーガソリン 

 

ｂ 灯油 

日本産業規格 K2203の１号の品質基準に適合する

灯油 

 

 

②現金決済先物取

引における取引

の対象 

ａ 原油 

ドバイ原油の価格を指標とする中東産原油 

 

ｂ 東エリア・ベースロード電力 

JEPX*1スポット市場の東京エリア*2ベースロード電

力*3価格 

 

c 東エリア・日中ロード電力 

JEPX*1スポット市場の東京エリア*2日中ロード電力*4

価格 

 

d 西エリア・ベースロード電力 

JEPX*1スポット市場の関西エリア*5ベースロード電

力*3価格 

 

e 西エリア・日中ロード電力 

JEPX*1スポット市場の関西エリア*5日中ロード電力*4

価格 

 

f 東エリア・週間ベースロード電力 

JEPX*1スポット市場の東京エリア*2ベースロード電

力*6価格 

 

g 東エリア・週間日中ロード電力 

JEPX*1スポット市場の東京エリア*2日中ロード電力*7

 

*1 一般社団法人 日本卸

電力取引所 

*2 電力広域的運営推進

機関が定める管轄制

御エリアのうちの東

京エリア 

*3 １日から同月末日ま

での暦日における午

前 0 時から午後 12 時

までの間受渡しが行

われる出力 100kW の

電気 

*4 １日から同月末日ま

での平日（当社が別に

定める。以下同じ。）

における午前 8 時か

ら午後 8 時までの間

受渡しが行われる出

力 100kW の電気 

*5 電力広域的運営推進

機関が定める管轄制

御エリアのうちの関

西エリア 

*6 週間ベースロード電
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項 目 内  容 備 考 

価格 

 

h 西エリア・週間ベースロード電力 

JEPX*1スポット市場の関西エリア*5ベースロード電

力*6価格 

 

i 西エリア・週間日中ロード電力 

JEPX*1スポット市場の関西エリア*5日中ロード電力*7

価格 

 

j ＬＮＧ 

日本及び韓国を仕向け地とする仕向港着船渡し条

件でスポット取引されるＬＮＧ 

力にあっては、取引の

対象となる期間の暦

日における午前 0 時

から午後 12 時までの

間受渡しが行われる

出力 100kW の電気 

*7 週間日中ロード電力

にあっては、取引の対

象となる期間の平日

における午前 8 時か

ら午後 8 時までの間

受渡しが行われる出

力 100kW の電気 

 

２ 立会方法   

(1) 立会の区分

及び時間 

 

・ 日中立会 

エネルギー市場及び中京石油市場 

➢ 寄付板合わせ：午前８時45分 

➢ ザラバ取引 ：午前８時45分から午後３時10分 

➢ 引板合わせ ：午後３時15分  

 

・ 夜間立会 

a. エネルギー市場（電力を除く）及び中京石油市場 

➢ 寄付板合わせ：午後４時30分 

➢ ザラバ取引：午後４時30分から翌日の午前５時55分 

➢ 引板合わせ：翌日の午前６時 

 

b. エネルギー市場の電力 

➢ 寄付板合わせ：午後４時30分 

➢ ザラバ取引 ：午後４時30分から午後６時55分 

➢ 引板合わせ ：午後７時 

 

・ 当社が必要と認める場

合には、立会の時間を

臨時に変更できるもの

とする。 

(2) 立会方法 

 

・ 売買システムによるものとする。 

 

 

３ 先物取引の期

限等 

  

(1) 現物先物取

引 

 

・ 現物先物取引は、取引の対象ごとに、限月に区分して行

うものとして、その数及び期限等は次のとおりとする。 

 

ａ エネルギー市場のガソリン、灯油及び軽油並びに中

京石油市場のガソリン及び灯油 

 

新甫（新たに生まれる限月をいう。以下同じ。）発

会日が属する月の翌々月から起算した６か月以内の

各月による６限月制とする。 

新甫発会日は、当月限納会日の翌営業日とし、当月

限納会日は、当月限の前月25日（休業日にあたる場合

は順次繰り上げる。）とする。 

受渡日は、当月限の１日から末日までとする。 

 

・ 新甫限月の取引は日中立会から開始し、当月限の取引は

日中立会をもって終わる。 

 

・ 左記に関わらず、当社

が必要と認める場合に

は、当月限納会日及び

当月限取引最終日並び

に新甫発会日を臨時に

定めることができる。 

・ 左記に関わらず、当社

は、必要があると認め

るときは、臨時に期限

を定めることができ

る。 
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項 目 内  容 備 考 

(2) 現金決済先

物取引 

 

・ 現金決済先物取引は、取引の対象ごとに、限月に区分し

て行うものとして、その数及び期限等は次のとおりとす

る。 

 

ａ 原油 

新甫発会日が属する月から起算した15か月以内の

各月による15限月制とする。 

新甫発会日は、当月限取引最終日の翌営業日とし、

当月限取引最終日は当月限が属する月の最終営業日

とする。 

最終決済日は当月限取引最終日の翌営業日とする。 

 

b 東エリア・ベースロード電力及び西エリア・ベースロ

ード電力 

新甫発会日が属する月の翌月から起算した24か月

以内の各月による24限月制とする（ただし、直前の取

引最終日が当月限が属する月の最終営業日になると

きは、新甫発会日が属する月から起算する。）。 

新甫発会日は、当月限が属する月の末日の前営業日

の翌営業日とし、当月限取引最終日は当月限が属する

月の末日の前営業日とする。 

最終決済日は、当月限の翌月第１営業日とする。 

 

c 東エリア・日中ロード電力及び西エリア・日中ロード

電力 

新甫発会日が属する月の翌月から起算した24か月

以内の各月による24限月制とする。 

新甫発会日は、当月限が属する月の最終の平日と

し、当月限取引最終日は、当月限が属する月の最終の

平日の前営業日とする。 

最終決済日は、当月限の翌月第１営業日とする。 

 

d 東エリア・週間ベースロード電力及び西エリア・週間

ベースロード電力 

取引の期限は、当月限を含む連続した5週以内の各

週とし、5限月制とする。 

新甫発会日は、当月限取引最終日の翌営業日とし、

取引最終日は毎週金曜日の前営業日とする。 

最終決済日は当月限取引最終日の翌営業日とする。 

 

e 東エリア・週間日中ロード電力及び西エリア・週間日

中ロード電力 

取引の期限は、当月限を含む連続した5週以内の各

週とし、5限月制とする。 

新甫発会日は、当月限取引最終日の翌営業日とし、

取引最終日は毎週金曜日（平日でない場合は順次繰り

上げる。）の前営業日とする。 

最終決済日は当月限取引最終日の翌営業日とする。 

 

f ＬＮＧ 

新甫発会日が属する月の翌々月から起算した15か

月以内の各月による15限月制とする。 

新甫発会日は、当月限取引最終日の翌営業日とし、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 電力先物に係る週間物

取引にあっては直近の

限月を当月限という。 
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項 目 内  容 備 考 

当月限取引最終日は当月限が属する月の前月15日（休

業日にあたる場合は順次繰り上げる。）。 

最終決済日は当月限取引最終日の翌営業日とする。 

 

・ 新甫限月の取引は日中立会から開始し、当月限の取引は

日中立会をもって終わる。 

 

４ 取引の締結の

方法 

 

・ 個別競争売買とする。  

５ 取引単位、呼値

及び呼値の単位 

  

(1) 取引単位 

 

・ 各取引における取引単位は以下のとおりとする。 

 

現物先物取引 

市場 取引の対象 取引単位（1枚） 

エネ 

ルギ 

ー 

市場 

ガソリン 50kl 

灯油 50kl 

軽油 50kl 

中京 

石油 

市場 

ガソリン 10kl 

灯油 10kl 

 

現金決済先物取引 

市場 取引の対象 取引単位（1枚） 

エネ 

ルギ 

ー 

市場 

原油 50kl 

東エリア・ベースロ

ード電力 

取引限月の暦日数×24h

×100kWh 

東エリア・日中ロー

ド電力 

取引限月の平日数×12h

×100kWh 

西エリア・ベースロ

ード電力 

取引限月の暦日数×24h

×100kWh 

西エリア・日中ロー

ド電力 

取引限月の平日数×12h

×100kWh 

東エリア・週間ベー

スロード電力 

取引限月の暦日数×24h

×100kWh 

東エリア・週間日中

ロード電力 

取引限月の平日数×12h

×100kWh 

西エリア・週間ベー

スロード電力 

取引限月の暦日数×24h

×100kWh 

西エリア・週間日中

ロード電力 

取引限月の平日数×12h

×100kWh 

ＬＮＧ 1,000mmBtu*1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 電力は、限月により取

引単位が異なる。 

例） 

ベースロード電力 

暦日数 30 日の場合 

→72,000kWh 

暦日数 31 日の場合 

→74,400kWh 

 

日中ロード電力 

平日数 20 日の場合 

→24,000kWh 

平日数 21 日の場合 

→25,200kWh 

 

週間ベースロード電力 

（暦日数 7 日） 

→16,800kWh 

 

週間日中ロード電力 

平日数 5 日の場合 

→6,000kWh 

 

*1 mmBtu（百万英国熱量

単位） 
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項 目 内  容 備 考 

(2) 呼値及び呼

値の単位 

 

・ 各取引における呼値及びその単位は、以下のとおりとす

る。 

 

現物先物取引 

市場 取引の対象 呼値 呼値の単位 

エネ 

ルギ 

ー 

市場 

ガソリン 1kl 10円 

灯油 1kl 10円 

軽油 1kl 10円 

中京 

石油 

市場 

ガソリン 1kl 10円 

灯油 1kl 10円 
 

・ 立会外取引における呼

値の単位その他詳細に

ついては、「立会外取

引制度要綱」参照。 

 

  

現金決済先物取引 

市場 取引の対象 呼値 呼値の単位 

エネ 

ルギ 

ー 

市場 

原油 1kl 10円 

東エリア・ベースロ

ード電力 
1kWh 1銭 

東エリア・日中ロー

ド電力 
1kWh 1銭 

西エリア・ベースロ

ード電力 
1kWh 1銭 

西エリア・日中ロー

ド電力 
1kWh 1銭 

東エリア・週間ベー

スロード電力 
1kWh 1銭 

東エリア・週間日中

ロード電力 
1kWh 1銭 

西エリア・週間ベー

スロード電力 
1kWh 1銭 

西エリア・週間日中

ロード電力 
1kWh 1銭 

ＬＮＧ 1mmBtu*1 1円 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*1 mmBtu（百万英国熱量

単位） 

６ 売買注文の種

類及び約定条件

等 

(1) 売買注文の

種類 

 

 

 

 

・ 売買注文の種類は次のとおりとする。 

 

ａ 指値注文（Limit Order：ＬＯ） 

値段を指定する売買注文 

 

ｂ 成行注文（Market Order：ＭＯ） 

値段を指定しない売買注文 

 

ｃ スタンダード・コンビネーション注文 

（Standard Combination Order：ＳＣＯ） 

特定の限月等の組合せにおいて、同一数量による一方

の売注文と他方の買注文を同時に行う売買注文 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ ＳＣＯの詳細について

は、「スタンダード・コ

ンビネーション注文制

度要綱」参照。 

・ 電力の週間物取引につ

いてはＳＣＯを提供し
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項 目 内  容 備 考 

ない。 

 

(2) 売買注文の

約定条件 

 

 

 

 

 

 

・ 売買注文を発注するときは、次の約定条件を指定できる

ものとする。 

 

ａ Fill and Store 条件（ＦａＳ） 

登録する時点において注文が全量約定しない場合、未

約定の数量が登録される条件 

 

ｂ Fill and Kill 条件（ＦａＫ） 

登録する時点において注文が全量約定しない場合、未

約定の数量が失効される条件 

 

ｃ Fill or Kill 条件（ＦｏＫ） 

登録する時点において注文が全量約定しない場合、全

部の数量が失効される条件 

 

 

(3) 売買注文の

執行条件 

 

・ 売買注文を発注するときは、次のいずれかの執行条件を

指定するものとする。 

 

ａ 通常条件 

即時に注文が登録される条件 

 

ｂ 日中引け条件 

日中立会のザラバ取引終了後において、注文が登録さ

れる条件 

 

ｃ 夜間引け条件 

夜間立会のザラバ取引終了後において、注文が登録さ

れる条件 

 

・ 寄付板合わせ及び引板

合わせ（日中立会の引

板合わせを除く）直前

の 1 分間においては、

売買注文の訂正・取消

しを原則行うことがで

きない。 

(4) 売買注文の

有効期限等 

 

・ 売買注文は、取引参加者が指定した日の日中立会終了後

に効力を失うものとする。ただし、指定日が当社の休業

日にあたる場合は、前営業日の日中立会終了後に効力を

失うものとする。 

 

・ 上記にかかわらず、夜間立会の注文受付時間中に受け付

けた注文であって、売買注文の有効期限を夜間立会のみ

と指定した場合の売買注文は、当該夜間立会終了後に効

力を失うものとする。 

 

・ ＳＣＯにあっては、売

買注文が登録された計

算区域（株式会社日本

証券クリアリング機構

（以下、「クリアリング

機構」という。）が定め

る計算区域をいう。以

下同じ。）の日中立会終

了後に効力を失う。 

(5）サーキットブ

レーカー幅 

・ 売買注文は、当社が定める値幅を超える値段により行う

ことができないものとする。 

 

・ 値幅の限度は、基準値段からサーキットブレーカー幅を

減じて得た値段を下限とし、基準値段にサーキットブレ

ーカー幅を加えて得た値段を上限とする。 

 

 

 

 

 

 

・ 基準値段は原則とし

て、前計算区域の帳入

値段（クリアリング機

構が帳入値段として定

める値段をいう。以下

同じ。）とする。 
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項 目 内  容 備 考 

 ・ サーキットブレーカー幅は以下のとおりとする。 

市

場 

商品 通常時 第一次 

拡大時 

第二次 

拡大時 

エ
ネ
ル
ギ
ー 

ガソリン 

基準値段

の30% 

基準値段

の45% 

基準値段

の60% 

灯油 

軽油 

原油 

東エリア・ 

ベースロード電力 

8.00円 
原則拡大

しない 

原則拡大

しない 

西エリア・ 

ベースロード電力 

東エリア・ 

日中ロード電力 

西エリア・ 

日中ロード電力 

東エリア・週間 

ベースロード電力 

西エリア・週間 

ベースロード電力 

東エリア・週間 

日中ロード電力 

西エリア・週間 

日中ロード電力 

ＬＮＧ 
基準値段

の40% 

基準値段

の50% 

基準値段

の60% 

中

京

石

油 

ガソリン  

基準値段

の30% 

 

基準値段

の45% 

 

基準値段

の60% 灯油 
・  

・ 電力以外のサーキット

ブレーカー幅は、７

（１）による立会の一

時中断に伴い、1 計算

区域において、順次第

二次まで拡大する。 

 

 

   

 ・ ７（１）による立会の一時中断により行うサーキットブ

レーカー幅の上限又は下限の拡大その他詳細について

は、「サーキットブレーカーによる立会の一時中断につ

いて」参照。 

 

   

 ・ 当社は、必要に応じてサーキットブレーカー幅を変更す

ることができる。 

 

 

   

７ 立会の一時中

断等 

  

(1) 立会の一時

中断 

 

・ ザラバ取引の中心限月において、基準値段から、サーキ

ットブレーカー幅を加えて（減じて）得た値幅の上限（又

は下限）の値段に買注文（又は売注文）が提示された場

合、10分間以上、全限月に係る立会の一時中断を行う（電

力を除く）。 

 

・ 立会の一時中断を行った場合には、当社が定めるところ

により、サーキットブレーカー幅を順次第二次まで拡大

する。 

 

・ 電力については、原則

として立会の一時中断

及びサーキットブレー

カー幅の拡大は行わな

い。 
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項 目 内  容 備 考 

・ 立会の一時中断を行った場合には、立会を一時中断した

商品に係るＳＣＯによる取引、立会外取引並びにＥＦＰ

及びＥＦＳ取引についても一時中断する。 

 

・ その他詳細については、「サーキットブレーカーによる

立会の一時中断について」参照。 

 

(2) 即時約定可

能値幅 

・ 各限月の立会において、当社が定める基準となる値段

（以下、「基準値段」という。）から当社が定める値

幅を超えて取引が成立することとなる場合には、当社

が適当と認める時間を経過するまでの間、当該限月の

立会を一時中断する。 

 

・ 「当社が適当と認める

時間」は、原則、30 秒

とする。 

 

 ・ 上記の当社が定める基準値段は立会における直近約定

値段とし、直近約定値段がない場合は、前計算区域の

帳入値段とする。 

 

 

 ・ 上記の当社が定める値幅は、基準値段から、即時約定

値段幅を減じて得た値段を下限とし、加えて得た値段

を上限として設定する。 

・ 即時約定可能値幅は以下のとおりとする。 

 

 

 市

場 

商品 寄付板

合わせ 

ザラバ 引板合

わせ 

エ
ネ
ル
ギ
ー 

ガソリン 

3,000円 1,000円 2,000円 
灯油 

軽油 

原油 

東エリア・ 

ベースロード電力 

6.00円 5.00円 6.00円 

西エリア・ 

ベースロード電力 

東エリア・ 

日中ロード電力 

西エリア・ 

日中ロード電力 

東エリア・週間 

ベースロード電力 

西エリア・週間 

ベースロード電力 

東エリア・週間 

日中ロード電力 

西エリア・週間 

日中ロード電力 

ＬＮＧ 300円注 100円注 200円注 

中

京

石

油 

ガソリン 

3,000円 1,000円 2,000円 
灯油 

 

 

   

 ・ 当社は、必要に応じて即時約定可能値幅を変更すること

ができる。 
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項 目 内  容 備 考 

注．ＬＮＧの即時約定可能値幅は、市況を踏まえ、シス

テム売買実施細則第12条第5項ただし書に基づき、当

分の間、当該値幅を適用する。 

   

８ 受渡決済等   

(1) 現物先物取引に

おける受渡決済 

  

① 受渡決済 ・ 現物先物取引の各限月における立会において、納会日の

日中立会終了までの間に転売又は買戻しが行われなか

った建玉については、当該限月の受渡日において、受渡

決済（受渡決済代金及び受渡供用品を授受）を行う。 

 

・ 当月限の建玉を有する取引参加者は、その全部又は一部

について、申告受渡制度に基づき、納会日以前に受渡し

を行うことができる。 

 

・ 受渡しを行う取引参加者は、当月限納会後に、受渡条件

について協議し、合意が成立した場合には、受渡条件調

整制度に基づいて、当該取引参加者間で受渡しを行うこ

とができる。 

 

・ 当月限納会後において、受渡当事者間で当社が定めた受

渡条件とは異なる方法で受渡決済を行う旨の合意が成

立した場合、その旨を当社に申し出て、当社の承認を得

ることによって、当該受渡が完了したものとみなす 

（ＡＤＰ…Alternative Delivery Procedure）。 

なお、ＡＤＰによる受渡品の授受及び受渡代金の決済

は、クリアリング機構を通じることなく行うものとす

る。 

 

・ 詳細については、「商品先物取引に係る受渡決済関係事

務処理要領」参照。 

 

 

   

② 受渡供用品 ・ 各現物先物取引について、受渡供用品は以下のとおりと

する。 

 

 エネルギー市場 

 a ガソリン 

  日本産業規格K2202の2号を満たした、国内精製ガ

ソリン又は輸入通関後の輸入ガソリン 

 

 b 灯油 

  日本産業規格K2203の1号を満たした、国内精製灯

油又は輸入通関後の輸入灯油 

 

 c 軽油 

  揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則

第22条第１項の規格に適合し、かつ、以下に掲げる

各限月毎に、当該限月に対応する種類についての日

本産業規格K2204の品質基準に適合する軽油 

1月限～3月限及び 

12月限 
 2号 

4月限～5月限及び  1号 

 

・ 各受渡供用品ともに、

タンクからローディン

グアーム渡し、又はホ

ース渡しされる正常無

事故の状態のもの 
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項 目 内  容 備 考 

10月限～11月限 

6月限～9月限  特1号 
 

   

 中京石油市場 

 ａ ガソリン 

  日本産業規格K2202の2号を満たした、国内精製ガ

ソリン又は輸入通関後の輸入ガソリン。ただし、E3

（エタノールを3％含有するガソリンをいう。）を

除く。 

 

 

   

  b 灯油 

  日本産業規格K2203の1号を満たした、国内精製灯

油又は輸入通関後の輸入灯油 

 

   

③受渡単位 

 

・ 各現物先物取引について、受渡単位は以下のとおりとす

る。 

区分 受渡単位（毎） 

エ
ネ
ル
ギ
ー 

ガソリン 100kl 

灯油 100kl 

軽油 100kl 

中

京

石

油 

ガソリン 10kl 

灯油 10kl 
 

 

   

④受渡決済代金 ・ 受渡代金は、標準品の受渡しを行う場合は、受渡値段に

受渡数量を乗じて得た金額（ガソリンにあっては受渡数

量に応じた揮発油税及び地方揮発油税の税額分を加算

した金額、軽油にあって軽油引取税が課される受渡しを

行う場合は、受渡数量に応じた軽油引取税の税額分を加

算した金額）（円位未満の端数が生じた場合は、切り捨

てる。）とする。 

 

・ 受渡値段は、クリアリング機構が定める当月限の最終帳

入値段とする。 

 

・ 受渡品の量目が受渡数量に比して100分の2以内の増減

である場合は、受方はこれを引き取り、受渡品の量目に

より受渡値段をもって決済するものとする。 

 

・ 受渡品の量目が受渡数量に比して100分の2を超える増

量又は減量が生じたときは、次のとおり処理を行うもの

とする。 

(1) 増量が生じた場合…当該増量分は渡方の責任におい

て処理するものとし、当社は、当該増量分について、

当該受渡しの対象外として取り扱うものとする。 

(2) 減量が生じた場合…当該減量分についてクリアリン

グ機構が定める方法により処理するものとする。 

 

   

⑤受渡場所 ・ 各市場における受渡場所は以下のとおりとする。  
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項 目 内  容 備 考 

  ａ エネルギー市場 

海上出荷設備を有する東京都、神奈川県及び千葉

県に所在する製造所又は貯蔵所のうち、当社が指定

した場所 

 

   

  ｂ 中京石油市場 

陸上出荷設備を有する愛知県に所在する貯蔵所

のうち、当社が指定した場所 

 

   

(2) 現金決済先物取

引における最終

決済 

  

   

①最終決済日等 ・ 現金決済取引について、取引最終日の日中立会終了まで

の間に転売又は買戻しが行われなかった建玉について

は、最終決済価格による決済を行うものとする。 

 

   

 ・ 原油、電力のうち東エリア・週間ベースロード電力、東

エリア・週間日中ロード電力、西エリア・週間ベースロ

ード電力及び西エリア・週間日中ロード電力並びにＬＮ

Ｇの最終決済日は当月限取引最終日の翌営業日とする。

電力のうち東エリア・ベースロード電力、東エリア・日

中ロード電力、西エリア・ベースロード電力及び西エリ

ア・日中ロード電力の最終決済日は、当月限が属する月

の翌月第１営業日とする。 

・ 当社は、必要があると

認めるときは、臨時に

最終決済日を定めるこ

とができる。 

   

②最終決済価格 ・ 最終決済価格は、取引の対象ごとに、aの発表価格をも

とに、bにより算出された価格とする。 

 

   

 ・原油 

 

ａ 最終決済日が属する月の前月におけるS&P Global 

Inc.が各営業日において最も船積月が近いドバイ原

油を対象として発表した価格 

 

ｂ 発表価格の月間総計を発表価格採取日数で除して

得た価格を、月間平均邦貨換算レートにより邦貨に換

算したキロリットル当たりの価格（10円未満四捨五

入） 

 

 

・ 発表価格が売り気配値

（又は高値）及び買い

気配値（又は安値）と

して発表された場合

は、発表価格の売り気

配値（又は高値）の月

間総計に買い気配値

（又は安値）の月間総

計を加え、これをドバ

イ原油の発表価格採取

日数に２を乗じた値で

除した価格とする。 

 

・ 発表価格が採取できな

い場合にあっては、当

社が市況等を勘案し定

めた価格とする。 

 

・ 算出した最終決済価格

が適当でないと当社が

認めた場合には、当社

が市況等を勘案し定め

た価格とする。 
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項 目 内  容 備 考 

   

 ・東エリア・ベースロード電力、西エリア・ベースロード

電力 

 

ａ JEPXのスポット取引において、最終決済日が属する

月の前月における各暦日の午前０時から午後12時の

間に、東エリアについては東京エリアで、西エリアに

ついては関西エリアで行われる受渡しを対象として

発表した価格 

 

ｂ 発表価格の月間総計を発表価格採取数で除した価

格 

・ 発表価格が採取できな

い場合又は当社が必要

と認めた場合には、当

社が市況等を勘案し定

めた価格とする（以下

電力において同じ。）。 

   

 ・東エリア・日中ロード電力、西エリア・日中ロード電力  

   

 ａ JEPXのスポット取引において、最終決済日が属する

月の前月における各平日（当社の営業日から当社が別

に定める日を除いた日とする）の午前８時から午後８

時の間に、東エリアについては東京エリアで、西エリ

アについては関西エリアで行われる受渡しを対象と

して発表した価格 

 

ｂ 発表価格の月間総計を発表価格採取数で除した価

格 

 

   

 ・東エリア・週間ベースロード電力、西エリア・週間ベー

スロード電力 

 

ａ JEPXのスポット取引において、最終決済の対象とな

る土曜日から翌週金曜日までの各暦日の午前０時か

ら午後12時の間に、東エリアについては東京エリア

で、西エリアについては関西エリアで行われる受渡し

を対象として発表した価格 

 

ｂ 発表価格の週間総計を発表価格採取数で除した価

格 

 

   

 ・東エリア・週間日中ロード電力、西エリア・週間日中

ロード電力 

 

   

 ａ JEPXのスポット取引において、最終決済の対象とな

る土曜日から翌週金曜日までの各平日の午前８時か

ら午後８時の間に、東エリアについては東京エリア

で、西エリアについては関西エリアで行われる受渡し

を対象として発表した価格 

 

ｂ 発表価格の週間総計を発表価格採取数で除した価

格 

 

   

 ・ＬＮＧ 

 

ａ 最終決済日が属する月の前月16日から最終決済日

が属する月の15日までの期間（以下「対象期間」とい

 

 

・ 発表価格が売り気配値

（又は高値）及び買い
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項 目 内  容 備 考 

う。）において、S&P Global Inc.が日本及び韓国を

仕向け地とする仕向港着船渡し条件でスポット取引

されるＬＮＧを対象として日々発表した価格 

 

ｂ 発表価格の対象期間における総計を発表価格採取

日数で除した価格を、期間平均邦貨換算レート注によ

り邦貨に換算して得たmmBtu当たりの価格（10銭未満

四捨五入） 

 

注．期間平均邦貨換算レートは、対象期間における株

式会社三菱ＵＦＪ銀行の各営業日において、同行 

が公表する第１次為替相場の仲値を期間平均した

値 

 

気配値（又は安値）と

して発表された場合

は、発表価格の売り気

配値（又は高値）の対

象期間における総計に

買い気配値（又は安値）

の対象期間における総

計を加え、これをＬＮ

Ｇの発表価格採取日数

に２を乗じた値で除し

た価格とする。 

 

・ 発表価格が採取できな

い場合にあっては、当

社が市況等を勘案し定

めた価格とする。 

 

・ 算出した最終決済価格

が適当でないと当社が

認めた場合には、当社

が市況等を勘案し定め

た価格とする 

   

９ 制限・規制 ・ 当社は、必要があると認めるときは、取引参加者に対し、

次に掲げる制限を設けることができる。 

 

ａ 売買注文数量その他の売買注文の制限 

ｂ 取引数量その他の取引の制限 

ｃ 売建玉と買建玉との差引き数量、総建玉数量の最高

限度その他の建玉数量の制限 

ｄ 委託者から取引の委託を受けること又は遠隔地仲

介取引参加者に取引の依頼をする者（以下、海外顧客）

から取引の依頼を受けることの制限 

 

 

 ・ 当社は、委託者、海外顧客及び外国商品先物取引業者に

取引の依頼をする者に対して、前記a～cの制限を設ける

ことができる。 

 

・ 当社は、前記取引参加者及び委託者への売買注文の制限

を行った場合、当該制限を超える注文を発注した取引参

加者に対し、該当する注文の取消しを行わせることがで

きる。また、売建玉と買建玉との差引き数量、総建玉数

量の最高限度その他の建玉数量の制限を行った場合、当

該制限を超える建玉を有する取引参加者に対し、該当す

る建玉の処分を行わせることができる。 

 

   

 ・ 当社は、次のaに掲げるいずれかの要件に該当し必要が

あると認めたときは、bに掲げる制限又は規制を行うこ

とができる。 

 

ａ 要件 

・取引の状況に異常があると認めるとき又はそのおそ

れがあると認めるとき 
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項 目 内  容 備 考 

・買占め、売り崩し等公正な価格形成若しくは取引の

決済を妨げ又はそのおそれがあると認めるとき 

・電力の取引について、公表前の重要事実に基づく取

引（インサイダー取引）と認めるとき又はそのおそ

れがあると認めるとき 

・電気事業者たる取引参加者及び委託者等にあって

は、重要事実の公表が、インサイダー規制に関して

当社が定めるところにより適切に行われていない

と認めるとき 

・その他市場の管理のため取引を継続して行わせるこ

とが適当でないと認めるとき 

 

ｂ 制限又は規制 

・取引を行った取引参加者に対し、売買注文若しくは

取引を制限すること又は建玉の処分を行わせるこ

と 

・取引を受託した受託取引参加者に対し、当該取引の

委託者に係る売買注文若しくは取引の受託を制限

し又は該当する建玉の処分を行わせること 

・取引の委託の取次ぎの取引を受託した受託取引参加

者に対し、当該取引の取次委託者に係る売買注文若

しくは取引の委託の取次ぎを制限し又は該当する

建玉の処分を行わせること 

・取引の依頼を受けた遠隔地仲介取引参加者に対し、

当該取引の海外顧客に係る売買注文若しくは取引

の依頼を受けることを制限し又は該当する建玉の

処分を行わせること 

・その他適当な規制 

   

10 臨機の措置 ・ 当社は、次に掲げるときは、売買約定の全部若しくは一

部を取消すこと、建玉の全部若しくは一部を解け合わせ

ること又は受渡条件を変更することその他の臨機の措

置を講じることができる。 

 

ａ 買占め、売崩しその他の方法により過当な数量の取

引が行われ、若しくは行われるおそれがあり、又は不

当な約定値段等が形成され、若しくは形成されるおそ

れがある場合において、商品市場における秩序を維持

するためやむを得ない理由があるとき 

ｂ 天災地変、戦争、暴動、相場の著しい騰落その他こ

れらに準じる事由により、取引の締結又は取引の決済

に著しい支障が生じたとき又はそのおそれがあると

認められるとき 

 

 

   

11 売買システム

障害時の措置 

・ 当社は、売買システムの稼動に支障が生じた場合又はそ

のおそれがあると認める場合において、当社が必要と認

めるときは、次に掲げる措置を講じることができる。 

 

   

 ａ 臨時に立会の開閉時刻を変更すること、臨時に立会

の全部若しくは一部を停止すること、又は臨時に立会

の全部若しくは一部を行うこと 

ｂ 売買約定の全部又は一部を取消すこと 

 



 16 

項 目 内  容 備 考 

ｃ 売買注文の全部又は一部の受け付けを制限又は停

止すること 

ｄ 特定の取引参加者の売買注文の受け付けを制限又

は停止すること 

ｅ 当社が既に受け付けている売買注文について効力

を失わせること 

ｆ 建玉の全部又は一部を解け合わせること 

ｇ システム売買に係る業務の全部又は一部を停止す

ること 

ｈ その他当社が市場管理上必要であると認める措置

を講じること 

   

Ⅱ  ス タ ン ダ ー

ド・コンビネーシ

ョン注文による

取引 

 

・ 詳細については、「スタンダード・コンビネーション注

文制度要綱」参照。 

 

 

Ⅲ 立会外取引 

 

・ 詳細については、「立会外取引制度要綱」参照。 

 

 

Ⅳ ギブアップ取

引 

 

・ 詳細については、「ギブアップ制度要綱」参照。 

 

 

Ⅴ 建玉移管 ・ 取引参加者は、自己に係る建玉及び委託に係る建玉を、

他の取引参加者へ引継ぐ（以下「建玉の移管」という。）

ことができる。 

 

・ 当月限納会日（現金決済先物取引にあっては、取引最終

日）が属する計算区域の翌計算区域以降において、建玉

の移管を行うことができない。 

 

・ 建玉の移管は、当社が定める値段をもって行われるもの

とする。 

 

・ 清算参加者の先物取引

に係る建玉に関する事

項は、クリアリング機

構の業務方法書に定め

るところにより行う。 

 

Ⅵ 証拠金及び決

済について 

・ 詳細については、「先物取引に係る証拠金及び決済制度

の概要」参照。 

 

 

Ⅶ 参加者負担金 ・ 詳細については、「取引参加料等概要」参照。 

 

 

 

 

Ⅷ その他   

１ 相場情報シス

テムで伝達する

情報 

 

・ 以下の情報を、相場情報システムで伝達するものとす

る。 

ａ 四本値、歩み値情報 

ｂ 銘柄別取引高及び取引代金 

ｃ 総取引高及び取引代金 

ｄ 銘柄別建玉残高 

ｅ 総建玉残高 

ｆ 最良気配及び数量 

ｇ 複数気配及び数量 

ｈ 帳入値段 

ｉ 最終決済価格 

ｊ 銘柄別値付回数 

・ 商品取引所法第 111 条

及び第 112 条に基づき

各銘柄ごとの四本値及

び取引高の公表等を行

う場合は、取引日ベー

スでこれを行う。 
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項 目 内  容 備 考 

 

・ 相場情報システムにおいては、四本値及び取引高の情報

について、日中取引に係るものと夜間立会に係るものに

分けて伝達する。 

 

２ 投資部門別取

引内容の開示 

・ 週間及び月間の投資部門別、売り買い別取引高及び取引

代金を開示することとする。 

 

・ 商品先物取引毎に開示

するものとする。 

３ 建玉の制限及

び建玉の内容に

関する報告 

・ 詳細については、「商品先物等における建玉の取扱い等

に関する事務処理要領」参照。 

 

 

 

付 則 

 

・ 市場の状況によっては、上記内容の変更もありえる。 

 

 

以  上 


